
〈参考〉 

 条例と、規程で想定するハラスメント事案の扱いは、次のような流れとなります。 

 

 

ハラスメント事案発生時の流れ

全員協議会

（非公開）

議員・職員 ＊代表者会議の報告を受ける

＊代表者会議の報告につ

いて協議、意見を出す
　

窓口 （仮称）代表者会議 調査委員会（4名まで）

議長 議長

副議長 副議長 法律の専門家（1名以上）

議会運営委員長 議会運営委員長 学識経験者（1名以上）

議会基本条例推進委員長 議会基本条例推進委員長 議長又は議員（1名）

議会事務局長

のいずれか ＊事案当事者は含まない ＊必要な調査

＊少なくとも男性1名、

女性1名を含む

＊ハラスメントの有無につ

いての判断

＊当事者からの事実確認 ＊措置の提案

＊全協への報告

＊取扱の決定

措置の内容・公表

議長に報告

ハラスメントを受けた

＊氏名の公表については、

最終報告後


